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（
質
問
の 

三
二
） 

答

弁

第

三

二

号 

    

衆
義
員
議
員
竹
村
奈
良
一
君
提
出
神
社
仏
閣
国
有
財
産
処
分
委
員
会
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す

る
。 

内
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衆
甲
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九
二
号 

昭
和
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十
四
年
十
一
月
二
十
二
日 

衆

議

院

議

長 

幣 
原 
喜 
重 

郞 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

吉 

田 
 

茂 

一 

 



一 

御
質
問
に
な
つ
た
神
社
、
仏
閣
国
有
財
産
処
分
委
員
会
は
、
大
蔵
省
所
管
の
社
寺
境
内
地
処
分
審
査
会
の
こ
と
で
あ
る

と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
審
査
会
の
構
成
は
、
大
蔵
本
省
に
設
置
し
て
あ
る
中
央
審
査
会
と
、
各
財
務
部
ご
と
に
設
置
し
て

あ
る
地
方
審
査
会
と
に
分
れ
て
お
り
、
中
央
審
査
会
の
委
員
は
、
大
蔵
省
、
文
部
省
、
農
林
省
、
会
計
検
査
院
の
関
係
官

各
一
名
及
び
学
歴
経
験
者
七
名
（
内
宗
教
界
よ
り
四
名
）
の
委
員
で
組
織
さ
れ
て
お
り
、
又
、
地
方
審
査
会
の
委
員
は
、

財
務
部
、
管
林
局
及
び
都
道
府
県
の
関
係
官
公
吏
並
び
に
学
識
経
験
者
で
組
織
さ
れ
て
い
る
、
殊
に
宗
教
界
よ
り
任
命
し

た
委
員
は
、
公
正
な
見
解
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
を
選
ん
だ
の
で
あ
つ
て
、
中
央
、
地
方
の
両
審
査
会
と
も
公
平
適

実
に
審
議
が
行
わ
れ
て
お
り
、
殊
更
神
社
、
寺
院
に
有
利
に
拂
下
が
な
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
こ
と
は
な
い
か
ら
現
状
の
ま

ま
で
行
く
考
え
で
あ
る
。 

二 

こ
の
審
査
会
の
委
員
は
、
中
庸
を
得
た
公
平
且
つ
学
識
経
験
あ
る
者
が
望
ま
し
い
。
従
つ
て
、
こ
れ
に
適
当
で
あ
る
と

認
め
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
労
働
者
、
農
民
も
任
命
で
き
る
こ
に
は
勿
論
で
あ
る
が
、
現
在
構
成
さ
れ
て
い
る
委
員
会
は
公 

衆
義
員
議
員
竹
村
奈
良
一
君
提
出
神
社
仏
閣
国
有
財
産
処
分
委
員
会
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

三 

 



四 

神
社
、
寺
院
が
宗
教
活
動
を
行
う
に
必
要
で
あ
る
と
す
る
山
林
は
、
そ
の
社
寺
の
ゆ
い
緒
、
格
式
、
建
物
等
の
規
模
及

び
そ
の
建
物
等
の
配
置
状
況
、
そ
の
山
林
が
境
内
と
な
つ
た
沿
革
、
地
況
等
を
総
合
勘
案
し
て
、
社
寺
の
尊
嚴
風
致
を
維

持
し
得
る
と
認
め
ら
れ
る
範
囲
を
基
準
と
し
て
拂
下
げ
る
こ
と
に
し
て
い
る
。 

三 

こ
の
審
査
会
は
諮
問
機
関
で
あ
つ
て
、
処
分
の
決
定
は
主
務
大
臣
又
は
主
務
大
臣
が
権
限
を
委
任
し
て
い
る
財
務
部
長

が
行
う
の
で
あ
る
が
、
処
分
の
決
定
に
当
つ
て
は
、
総
て
審
査
会
に
諮
問
す
る
の
で
あ
る
。 

し
か
し
て
審
査
会
は
、
神
社
、
寺
院
に
対
し
特
別
の
保
護
も
せ
ず
、
又
そ
の
宗
教
活
動
を
圧
迫
も
し
な
い
こ
と
を
信
條

と
し
て
処
分
の
可
否
を
決
定
し
て
い
る
。 

次
に
、
処
分
の
進
行
状
況
は
、
法
律
に
定
め
ら
れ
て
あ
る
期
日
ま
で
に
拂
下
げ
の
申
請
を
し
た
社
寺
数
は
八
四
、
五
六

〇
件
で
、
そ
の
中
本
年
九
月
末
日
ま
で
に
拂
下
げ
を
決
定
し
た
も
の
は
、
二
九
、
〇
一
八
件
で
あ
る
。 

平
且
つ
妥
当
で
あ
る
と
認
め
る
か
ら
、
現
在
の
と
こ
ろ
改
組
す
る
意
思
は
な
い
。 

社
寺
の
経
営
費
に
充
て
ら
れ
る
よ
う
な
い
わ
ゆ
る
收
益
目
的
に
供
せ
ら
れ
る
山
林
等
は
、
社
寺
の
宗
教
活
動
に
必
要
な 

、 
、 

四 

 



 

五 

も
の
と
は
見
ら
れ
な
い
か
ら
、
無
償
又
は
時
価
の
半
価
売
拂
の
対
象
と
は
し
な
い
で
、
国
有
と
し
て
存
置
若
し
く
は
時
価

で
佛
下
げ
る
方
針
に
よ
り
、
処
分
し
て
い
る
。 

右
答
弁
す
る
。 
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